
先物取引に係る雑所得等の説明書
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† �Ì 	{ �x ………先物取引に係る雑所得等の課税の特例及び先物取引の差金等決済

に係る損失の繰越控除の適用がある方のために用意したもので、先

物取引に係る雑所得等の税額の計算及び先物取引の差金等決済に係

る損失の繰越控除の計算や申告書付表の書き方を説明してありま

す。
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この説明書において先物取引とは、次の商品先物取引と有価証券先物取引等のことをいいます。
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ú 	� �¾�q �x………平成13年４月１日以後に行う商品取引所法第２条第６項又は同条第７項

に規定する商品市場において行われる同条第８項第１号ホに定められている先物取引をいいます。

�ˆ �� �A	Â�J 
Œ
ú 	� �¾�s �q �x………平成16年１月１日以後に行う証券取引法第２条第17項（有価証

券先物取引）、同条第18項（有価証券指数等先物取引）及び同条第19項（有価証券オプション取

引）に定められている取引をいいます。
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先物取引をし、かつ、先物取引の決済（商品先物取引による商品の受渡し及び有価証券先物取引等

による有価証券の受渡しが行われることとなるものを除きます。以下「差金等決済」といいます。）

をしたことによる事業所得の金額及び雑所得の金額の合計額（以下「先物取引に係る雑所得等の金

額」といいます。）については、他の所得と区分して15％（平成14年分までは20％）の税率による

分離課税の方法により所得税が課税されます。

ただし、有価証券先物取引等の差金等決済に係る雑所得等については、平成16年分以後の所得税

について、同様の分離課税の方法が適用されます。
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先物取引の差金等決済による事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額があると

きは、次の区分に応じて計算します。

⑴ 先物取引に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、先物取引に係る雑所得

の金額から差し引きます。

⑵ 先物取引に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、先物取引に係る事業所得

の金額から差し引きます。

(注) 先物取引の差金等決済による事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、

他の所得から差し引くこと（損益通算）はできません。
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課税される先物取引に係る雑所得等の金額は、先物取引に係る雑所得等の金額から、先物取引の差

金等決済に係る損失の繰越控除及び雑損失の繰越控除の適用があるときには、一定の方法によりこれ


